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本研究では， 1935（昭和10)年の京都大水害後の鴨川改修における，風致に配慮した水辺空間の設計の

検討過程とその協議の実態を明らかにした．研究の成果を以下に示す．京都では風致をめぐる府市間の施

策方針の相違を背景に，京都大水害以前に風致地区の指定や風致委員会の設置がなされ，風致上の重要案

件を個別に検討する体制が整えられた．京都大水害後，京都府主体の改修計画が立てられ，府市の連携体

制において，橋梁や都市計画を含めた河川一体の総合的な景観形成が図られた．京都府は，改修工事の統

括機関として鴨川改良計画委員会を設置し，内務省や京都市，風致委員会との連携体制を構築した．この

体制に基づいて，近代治水と風致を両立した巾流断面の設計や，沿岸地区の意見を踏まえた水辺空間の設

計が行われた．
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1. はじめに

(1) 研究の背景と目的

本研究は， 1935 （昭和 10)年の京都大水害後の鴨川

改修において，実施設計の検討が行われた鴨）1|改良計画

を取り上げ，風致に配慮した水辺空間の設計（風致設計）

の検討過程とその協議の実態を明らかにするものである．

なかでも，設計案の検討過程で風致上間題となった中流

断面（二条～五条間）及び東岸遊歩道路に着目し（固ー

1)，その計画・設計の過程を協議の仕組み，流域の目

標像設計の意図を通じて明らかにする．本研究で取り

上げる鴨川改良計画は，治水を重視する旧河）1|法の時代

に，都市計画と連動させて風致との調和を図った先駆的

な事例である．その設計内容をみても，複断面の低水路

幅を拡張した横断面設計や，水との関わり（近接性）の

維持を目的とした水路の整備は，歴史性や親水性を重視

する後年の河川の景観設計1)を先駆けるものであり，ま

た，単なる保存というよりも創造的なデザインの結果と

いえる．
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京都市の中心部を南北に流れる鴨川は，低水護岸や堰

堤等の河川構造物が 2019（令和元）年度の選奨上木遺

産に認定され，我が国有数の河川景観と親水空間創出に

貢献した貴重な土木遺産として評価された．今日の鴨川

における河川最観（図＿2, 図-3)は， 1935（昭和 10)年

6月の京都大水害からの復興事業としての鴨川高野）1|改

修計画（以後鴨川改修計画とする）を基礎に形成され

たものである．この鴨川改修計画は，川底を約 2m掘下

げ， 55ヶ所の床止堰堤を設置し，河道の拡幅を行うな

ど，それまでの河川最娠を大きく変えるものであったが，

治水機能を強化しつつ歴史性や即薗性を保持した先駆的

なデザインが評価されている2¥3)．具体的には，中流部

（二条～五条）西岸のみそいぎ川の整備，護岸・堰堤等

といった河川構造物の整備などの河川改修の内容が評価

された．これに加えて，京阪鴨東線・琵琶湖疏水の地下

化や都市計画街路（鴨川東岸線）の築造などといった，

河川構造物と一体的な都市整備が行われたことも，本計

画の特筆すべき点である．

戦前期の鴨川改修計画に関する先行研究として，松浦



図—1 対象地の位置図

図2 現況の鴨川中流（四条大橋から北を眺める）

回-3 現況の鴨川東岸遊歩道路 (1989竣工）

や林，白木の研究がある．松浦4)は，京都府河川課所蔵

の資料を用い，床止工，法面などにおける風致に配慮し

た設計内容を示した．林5)は，京都日出新聞（明治 20年

代～昭和 10年代）などの資料を中心に，水害以前の明

治期から璽視されていた風致の内容が改修計画において

も受け継がれたことを示した．白木6)は，明治期から鴨

川改修計画策定に至るまでの経緯を明らかにし，内務省

の協力のもと息都府・京都市が主導した改修計画の政治

的過程を明らかにした．以上の研究から，近世に由来す
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れた． しかし，風致に配慮した計画・設計の検討過程や，

治水と風致をめぐる関係主体の考え方については，京阪

鴨東線地下化の過程を除いて明らかにされていない．

戦前期京都の風致地区に関しては，風致委員会答申に

よる取締基準について論じた伊従1)の研究や，風致地区

指定の経緯を明らかにした福島8や中嶋9)の研究がある．

また，風致制度の運用については，風致地区内の行為許

可・行政指導の実態を明らかにした谷川ら10ill)の研究が

ある．谷川らは風致地区内の開発行為に対して，京都府

知事の諮間機関として 1933（昭和 8)年 4月に設置され

た風致委員会における協議が重要な役割を果たしたこと

を指摘した12)．本研究で取り上げる鴨川改良計画は，風

致地区制度の黎明期に風致委員会が計画策定に関わり設

計内容を指導した大規模な案件であり，かつ戦後の河川

改修との関連も認められる13¥14)という点で棗観政策史上

においても重要な事例であるが，協議の仕組みや風致委

員会が果たした役割，計画・設計の意図は明らかにされ

ていない．本研究はこれを新たに明らかにする点で新規

性を有する．

(2) 京都大水害後の鴨川改修計画の概要

先行研究吟をもとに，鴨）1|改修計画の策定過程につ

いて整理した（表1)．鴨川改修は 1936（昭和 11)年

に起丁式を挙げ， 1947 （昭和 22) 年に左岸一部（三条—

七条間）を残して竣工し，京阪鴨東線地下化に伴う河道

拡幅や都市計画街路の整備が戦後に持ち越されて実現し

た（図-415)). 1989（平成元）年竣工の京阪鴨東線地下

化に伴い，都市計画街路・鴨川東岸線が整備され，河道

拡幅と遊歩道整備が 1999（平成 11)年に完成した．

制度上の位慨付けとしては，鴨川水系が 1917（大正 6)

年 3月に旧河川法の準用河川に編入され， 1928（昭和 3)

年 1月に内務省による直轄工事が可能な河川となった．

一方， 1930（昭和 5)年 2月には，旧都市計画法の風致

地区に指定され，現状変更行為に府知事の許可が必要と

なったまた， 1933（昭和 8)年 4月に，府知事の諮間

機関として風致委員会が設置され，風致委員会答申によ

る鴨川風致地区内の取締基準が作成された．

1935（昭和 10)年 6月 29日に京都大水害が発生して

以後，内務省が府市関係者を招致して「加茂川改修協議

会」を開催し， 7項目からなる「加茂川改修要綱」を作

成した同年 11月27日に内務省と府市が鴨川改修合同

協議会を開催し，その後府士木部が冊子『昭和十年六

月二十九日鴨川未曾有ノ大洪水卜笥都復興計画』を作成

した．ここには鴨川の幅員・勾配や掘削深などの具体的

な数値や，鴨川東岸の京阪電車・疏水運河の地下化方針

る鴨）1|の風致が，明治期から河川事業において段階的に が示され，河川改修と橋梁架設等の工事において「治水

整備・構想され，京都大水害後の鴨川改修計画において， 上支障なき限度に於て鴨川の風致浄化を考慮する」こと

内務省と府・市の協働により結実したことが明らかにさ が記された．
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表—1 鴨）1|改修計画の略年表 ,,島 Jil 中 流 部 現 状 改修使の祉）I(中流部

年 月日 鴨川改修計画の策定経緯

1917 3 1日河川法準用河川編入（鞍馬川中津川合流—小枝橋）

1928 1.25 1日河川法の適用対象に決定（同区間）

1930 52 風致地区指定（御薗橋・花園橋—九条）

1933 
4.18 知事の諮問機関として風致委員会設置

6.10 風致委員会答申の「加茂川特別地区」取締基準策定

629 京都大水害災害発生

731 内務省による査定開始

8.12 内務省から府市へ査定結果の報告

829- 内務省にて第一回「加茂川改修協議会」を開催

1935 
30 7項目からなる「加茂川改修計画要綱」を決定

926 加茂川改修期成同盟会（会長京都市長）の発足

10.14 府市首脳会議ほ〔阪は地下化が理想）

内務省と府市による鴨川改修合同協議会

1127 →京都府が『昭和十年六月二十九13鴨川末曾有の大

洪水と蕉都復興計画』を作成

4.6 大蔵省が鴨川改修6.5割，高野川 5割の査定を決定

1936 
4.11 鴨川改修期成同盟会の解散

427 鴨川改修起工式

4 京都府が『鴨川両野川改良計画概要』を発行

1937 220 内務省による鴨川改修工事の認可指令

1939 
3 

尽都府が『鴨川及蘭野川改修計画並二鴨川改修計画

ニ付帯スル事業計画』を発行

1947 左岸側一部を残し改修主事終了

1979 3 鴨東線地下化の着丁 (19893竣丁）

1984 11 都市計画街路・鴨川東岸線の着丁 (1989.10竣主）

l叩 「花の回廊」事業の着主 (1”政変エ）

京都府は 1936 （昭和 11)年 4月に冊子『鴨川裔野JII 

改良計画概要』を作成し，これ以降，実施設計の内容が

「鴨川改良計両」のなかで決定される．最終的な河川断

面形状や，付帯事業である都市計画街路（鴨川東岸線）

の設計内容は， 1939 （昭和 14) 年 3月に京都府が発行し

た冊子『鴨川及高野川改修計画並二鴨川改修二付帯スル

事業計画』にみることができる．この間の実施設計の過

程においては，新たに設置された鴨川改良計画委員会が

風致委員会と連動して風致の内容を検討していた． しか

し，この鴨川改良計画委員会の存在や風致委員会の関与，

そしてその議論の内容については，先行研究では明らか

にされていない． 1936 （昭和 11)年と 1939 （昭和 14)

年の冊子に掲載された完成予想図を比較すると，複断面

低水路の幅員が拡幅され，川中には洲が描かれているこ

とが確認できる（図-516¥17)) ．また，後者の図の東岸遊

歩道では，遊郭であった宮川町沿いに二列の植樹が確認

できる．本研究ではこの設計の検討過程を明らかにする．

本研究で用いた資料について述べる．鴨川改良計画委

員会や風致委員会の議事録は確認できなかったため，本

稿では， 『昭和十年六月二十九日鴨川未曾有の大洪水と

晉都復興計画』添付の標準横断面図や， 『鴨川改修計画

標準断面図中流部（七条大橋～高野川合流点）』，

『嗚川東岸線設計書』をもとに設計図や設計書の内容を

把握し，新聞資料信都日出新聞，京都日日新聞，大阪

朝日新聞京都版）等から計画・設計の検討過程について

疇できる限りにおいて明らかにした． 『鴨川改修計画

標準断面図中流部（七条大橋～高野川合流点）』は既

（図上右が東，原図に宮川町の範囲を加筆）

図4 改修前後の鴨川中流部の概略平面図
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出であるが，作成された時期や経緯については先行研究

では明らかにされていない． 『鴨川東岸線設計書』は管

見の限り本稿が初出である．

(3) 考察の視点

本研究では，先行研究の成果を踏まえて，鴨川改良計

画の策定過程について，協議の仕組みと制度，流域の目

標像設計意図とその反映，の3点から考察を行う．

1点目が協議の仕組みと制度である．すなわち，内務

省や府市，学識民間企業等の連携・協議体制や，法制

度の運用実態を明らかにする．その際に，技術者・専門

家や沿岸住民・営業者の関わり方について明らかにする．

2点目が流域の目標像である．鴨川流域における河川

改修の基本方針，すなわち治水と風致をめぐる内務省や

京都府の考え方とその変容について明らかにする．また，

流域における風致施策上の重要区間の捉え方について考

察する．

3点目が設計意図とその反映である．中流断面や東岸

遊歩道路の設計における，保全すべき風致の具体的な内

容と設計への反映について考察する．その際に，風致委

員会の意見や沿岸住民・営業者の意見がどのように計

画・設計に反映されたのかについて考察する．

本稿各章では，河川改修の前段階における鴨川の風致

施策の実態 (2章），河川改修の計画策定段階における

協議体制の整備過程 (3章），実施設計段階における中

流断面と東岸遊歩道路の設計変更の経緯 (4 章 •5 章）

について論じる．

2. 鴨川風致地区の指定と風致委員会の設置（水

害以前）

京都では明治期以降，近代的技術を導入する過程で，

風致の解釈をめぐる府市間の対立が顕在化していた．中

川18)は，明治期に京都府と京都市の間で風致の解釈が相

違していたことを指摘する．例えば，鴨川に架かる四条

大橋や七条大橋（両者 1913年竣工，図4左）では，京

都市が美観を重視してコンクリート造のアーチ橋を設計

したのに対し，京都府は三条大橋 (1912年竣工）や五

条大橋 (1911年竣工）において復古調（擬宝珠，木製

高欄など）のデザインを採用した． 4つの橋はいずれも

風致を強く意識した設計であったが，その内容に大きな

差が生じたのである．また，林19)は疏水堤防上を走る京

阪鴨東線 (1915年開通，図4左）敷設をめぐる府市の

対立を指摘する．京都市が丸太町～五条間の疏水東側に

鉄道敷設の出願を行ったが，大森鍾一知事はこれを内務

省へ進達せず，西岸からの眺望に配慮して堤防上に植樹

を行ない散歩道とする案を提示した．京都市の鉄道敷設
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案は西岸からの眺望に配慮して河岸への植樹を行う計画

であったが，結局，妥協案として三条～五条間の疏水堤

防上に計画を縮小して鉄道が敷設され，三条以北には散

歩道が整備された20)．ここでは，鉄道敷設を推進した京

都市と堤防上の散歩道整備を主張した府知事との間で風

致の具体的な内容に差が生まれたことが問題化した．

このような状態は，旧都市計画法による風致地区制度

が整備され，京都市の現状変更行為が府知事の許可対象

となることで一定の改善をみた．鴨川においては， 1930

（昭和 5)年2月に鴨川とその沿岸約 20mが「風致上最

も重要と認める平地部」として風致地区に指定され，都

市周囲の山地が指定地に含まれた叫一方， 「風致維持

の基準を何慮に置くべきか」については判断ずる主体に

よって基準が異なり，行政担当者の裁星で裁断すること

が困難であったため， 1933（昭和 8)年 4月に京都府知

事の諮間機関として全国に先駆けて風致委員会が設置さ

れ22)，取締基準の策定や重要案件の個別協議を行う体制

が整えられた．この風致委員会の目的は， 「京都の美観

を法律や規則に囚われず，常識的見地から保持する」こ

ととされ，委員には京都を代表する学識や画家等が名を

連ねた23) （表2).

この委員会で最初に議論されたのが鴨川風致地区内の

表-2 風致委員名簿 (1933.4.19時点）

立場 名前（役職）

委員長 齋藤宗宜 OO知事）
太田喜二郎（京大建築），藤田元春（二高教授），関

学識 口鋲太郎（京大農学），武田五ー（京大建築），田邊

朔郎ほ大土木），猪熊浅麿信ひ温舶恥有職故実）

画家 菊池契月，西山翠障

府会議員 江羅直三郎，内山廣三

営林署長 松下護助

府庁 川久保常次郎（学務部長），藤岡円治郎（内務部長）

京都市 村松武美（市長助役）

書記 安岡正光，近藤駿介

表-3 力厠旬II風致地区の取締基準

風致地区内の現状を変更しようとする時は総て環境を

1全般 充分に考慮調壺の上決定し極力現状維持に努めるこ

と，その方法は府当局に一任すること

加茂川沿岸の風致維持上地区を分類すること

2地区ご
ー級 二条—五条間の西側

との等級
二級 二条—五条間の東側，二条ー出町間の東側，五

条士条間の両側

三級 出町以北，七条以南

・建物は大体二階建を限度とし瓦は普通瓦，壁は赤青

3建築様 の如き俗悪な色は許さないこと

式・高さ ・建物の高さはー級地36尺，二級地50尺， 3級地66尺

以下とすること

4友禅染
加茂川の清流を維持するため友染工場の漏水を厳重に

麟ること

5．物干台 物干台は木材のものは認めるがその他は認めない，且

煙突 つ営業用煙突は許さないこと

6広告物 沿岸又は屋上から見られる看板や広告を禁止すること

7．ネオン ネオンは四条通だけ認可し他は許さぬこと

8納涼床 「床」は相当整理し適当な制限を加えること



取締方法であった24)．第一回風致委員会の諮間事項は沿

岸における建築物，護岸石垣の存置，高水敷の占用，物

干台の新増築，煙突（営業台）の新設，広告・屋上看板，

ネオンサインについてであり 25)，その他，風致委員から

鴨川の水質汚染問題について意見が出されたため，府側

から疏水の水を鴨川へ放水する案などが提示された26).

その後， 1933（昭和 8)年 12月に発表された取締基準

（表-327J)では，諮間事項にあった沿岸の建築物やそれ

に付随する工作物，河川占用について基準が設けられ，

沿岸の景観形成や水質環境改善が図られた地区ごとに

等級を設け，なかでも二条から五条にかけてを中心に建

築様式や高さを厳しくしていたことから，京都府がこの

区間を風致上最も重要な地区と考えていたことが読み取

れる．

また京都府は，風致維持のため二条～五条間の高水敷

への立入禁止を考案した．ところが，市民から高水敷に

「鴨川公園の如き施設を望む」という意見が出たため，

団体占有のみを禁止し，従来通り「散歩場」として利用

できるよう案を変更していた28)．西岸料亭の納涼抗ミにつ

いては，京都府で続けて議論がなされており，常設の床

は撤去し，夏季だけの短期の床については張出し 30尺

G約 9.lm)以内とすること，高さは二階建 14.5尺 G約
4.4m)，一階建 4.5尺（約 1.4m) として，屋根を許可し

ない，などの方針が決定され，整然な西岸納涼床の景観

形成を誘導する基準が設けられた29)．

以上のように，鴨川沿岸一体が風致地区に指定され，

風致委員会が設憧されたことにより，河川行政とは別の

枠組みで風致の解釈を協議する場が設けられた．風致委

員会の答申による取締基準では，地区ごとの等級が設け

られ，二条～五条間を風致上特に重要な区間として捉え

られた．沿岸の建築物や工作物等の構造を統一し，河川

敷地の利用・占用を規制し，整然とした最観形成を誘導

する基準が定められたが，この時点では，河川構造物の

あり方について根本的な議論は行われていなかった．詳

細は後述するが，京都大水害後に河川構造物の抜本的な

改修が必要となり，風致委員会の制度を活用して審議が

行われることとなる．

3. 鴨川改良計画以前の風致の検討過程とその体

制

(1) 内務省査定前の京都府における改修方針

息都大水害後の鴨川改修は，内務省直轄工事ではな<,

中小河川の改修事業として京都府主導で実施されたこと

はすでに知られている30)が，その過程において，京都府

は単なる復旧ではなく改修を主眼とする方針を内務省に

陳情していた．これにより，河川一体の構造が大きく改
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造されることとなり，これまで議論の対象にされてこな

かった河川構造物の風致への配慮が間題となった．

京都大水害後府と市の方針が決定する以前に，京都

H出新聞社が各方面権威の意見を集め， 「“災禍”を追

ッ払ふには」と題した合計 13回にわたる連載記事

(1935.7.6--19) を掲載した．その先陣を切ったのは中川

幸太郎府士木部長であった中川は，国と地方の財政が

困難な状況下にあっても「根本的計画」の樹立を行うべ

きであるとした叫この時点で中川は，山林・山地の保

護砂防工事の徹底流路の整備，河幅を縮小する建築

物の撤去，河川の勾配の緩和，橋脚の減少と橋梁の堅牢

化，床止堰堤の改造を方針としており 32)，京都府下で根

本的計画の策定が進められていた同年 7月の 6日から

11日にかけて，鈴木信太郎知事が内務省を訪間し，国

の直轄事業としての改修実施を陳清したが，内務省は査

定後に決定するとした上で国営事業化に困難な見通しを

示した33)．そこで，中川は府市の災害土木復旧に対する

内務省査定申請と根本的改修に対する諒解運動のために

東上した34)．内務省・大蔵省の関係部課長も根本的改修

には好意的で， 31日に査定官が入洛することとなり，

京都府の改修工事が単なる復旧となるか，根本的改修と

なるかは内務省の査定結果後に決定されることとなった．

(2) 沿岸業者の陳情による「みそしぎ川」の創出

一方，京都府の改修計画によれば，河床が約 lm低下

するため，西岸床下の流れや高水敷の芝草を残すかどう

かの顛末が新聞紙上で注目されていた35)．鴨川西岸の木

屋町・先斗町業者は，洪水で納涼床下の流れが破壊され

たため夏季納涼床の営業が困難となり， 「一時的にでも

よいから賞分細い流れを作らせてほしい」と府土木部に

対して陳清 (1935.7.15) を行っていた36)．しかし，府は，

納涼床下の流れを廃止，または築造費を受益者負担とす

ればコンクリート水路をつくるという方針を提示し，高

水敷の芝草の植栽にも否定的であることが報じられた汎

沿岸住民・営業者は， 1935（昭和 10)年 8月6日の商

工会議所観光部会で陳情運動の経過を報告し，商工会議

所の賛同を得て田中博会頭から京都府に陳情することを

決定した38)．この会議に沿岸営業者の代表として出席し

たのが先斗町貸座敷組合取締の寺井徹郎である．郷上史

家田中緑紅の回想39)によれば，寺井が「市会」で「此の

流れは賀茂川にとって歴史的由緒がある流れであるから

もとのように流して貰わねばならぬ．田中緑紅も認めて

いるから…」と主張したといい，その時の「みそ>ぎ川」

の名付けによって「鴨川の夕涼み」が存続したという．

しかし，寺井が市会議員になったのは改修事業竣工後の

1942（昭和 17)年であることから，緑紅の名を挙げて

「みそ>ぎ川」の存置を主張したのは，市会ではなく先

述の商工会議所観光部会 (1935.8.6)であると考えるの



が妥当であろう．後述する「加茂）1|改修協議会」

(1935.829 • 30, 内務省と府市の合同会議）において

「みそとぎ）1|」の存置が決定されることから，林仰が推

測する通り，寺井は先斗町営業者の代表として西岸流水

筋保存を訴える過程で「みそ>ぎ川」の名前を創出し(1)'

この陳情運動の結果，流水筋が存置されたと考えられる．

後に，緑紅は，大阪朝日新聞紙上 (1941.7.2)で， 「み

そ臼ぎ川」の名前の由来について「古御祓の神事があっ

たと偲へられ京の風物として改修毎に手を加へて保存さ

れてゐるが）1|の名稲などについては文献が少いため確な

ことはわからない41)」と，根拠に乏しいとしている．

以上のように，京都府は当初，鴨川の治水機能を強化

するため，河川構造の根本的改修を計画し，西岸床下の

流水筋を廃止を主張した．これに対し，先斗町等の沿川

業者は，西岸流水筋の廃止が営業不振や歴史的価値の消

失を招くとして商工会とともに保存運動を展開した．こ

の過程で「みそ>ぎ川」の名付けが行われ，西岸流水筋

とともに鴨川の夕涼みの文化が継承された．

(3) 橋梁・都市計画を含めた京都府主導の改修方針

中川上木部長と内務省の交渉後：， 1935（昭和 10)年 7

月31日から 8月 13日にかけて，内務省の査定官が京都

に滞在し，査定を行ったことはすでに知られているとこ

ろである叫この査定の過程で，内務省の改修原案をも

とに府が検討する国主体の改修から，府で原案を作成し

内務省が審杏を行う自治体主導の改修へと，計画策定の

流れの変更があった．

新聞報道によれば，内務省技師宮本武之輔は，京都到

着直後に，鴨川は「風致関係を無視することはできない

であらうし，風致に捉われてゐては改修の目的を達する

ことができない」とし，改修と風致の調和は「難問題」

であると述べていた43)．加えて，改修と復旧を別々で査

定するのではなく，改修を主眼に根本的計画を樹立すべ

きとする考えを語った． 8月 12日には，同省の査定官

宮本，永田年技師らが府市関係者を招いて査定結果の打

合わせを実施した44)．すなわち，川底を約 l.5-2.5m（四

条大橋付近は 2.5m)堀下げ，永久構造の納涼床を撤去

する方針を示したが，京阪鴨東線に関しては撤去を望ま

しいとしつつ保留した．

その後同月 19日から 24日にかけて，中）1|が東上し

内務省と改修計画について会議を行った結果， 「鴨川の

改修には風致その他の間題が考慮されねばならぬ」ため，

同省は意見に留め，府の改修原案に審議を加えて決定す

る方針に変更したことが報じられた45)．内務省は高額補

助 (7割 5分の国庫補助）と根本的改修には賛同したが，

京阪鴨東線をはじめとする風致問超の解決において権利

関係が複雑に絡むため， 自治体での解決を求めたものと

考えられる．
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この間，京都府は，同月 21日に風致委員の田遜朔郎，

武田五ーと京都帝大工学教授高橋逸夫の 3人を京都ホテ

ルに招致して，府市関係部課長とともに座談会を開催し

ていた46)．議論の中心となったのは， 「災禍を防ぐ強固

さと，京の情緒を失わない風致」の内容で，高水敷の整

備や橋梁の様式などについて意見交換が行われた．

三者は，河川の断面積を広げる点や橋脚の数を少くす

る点で意見が一致していたその他，市内の流心を西へ

寄せること，橋脚を流線型にすること，四条大橋の形態

を再考すること，といった意見が出された三条・五条

大橋の様式については専門家の間でも意見が相違し，結

局，各者の意見がまとまらず，成案を得るまで引き続き

会議を行うこととされた．

その後，京都府は改修原案を作成する必要に迫られ，

同月 26日に風致委員を招致して府市合同協議を急逮開

催した叫ここでは「将来の洪水量をどの程度に見積る

か，この見積りに基く川底の掘下をどの程度行ふか，洪

水敷は如何にすれば風致を傷けず且効果的に敷設される

か，橋梁形式旧態を如何にすべきか，又例の京阪乗入問

題」などについて意見交換が行われた．鴨川改修工事は，

橋梁復興や都市計画事業げ謂反鴨東線地下化，鴨川東岸

線新設）などと密接な関係を有するため，それらを含め

て一体的な最観形成が考慮されていたことがわかる．

同月 29日から 30日にかけて， 「加茂川改修協議会」

が開催され，内務省と府市関係者が出席し気 7項目か

らなる「加茂川改修計画要綱」を決定した48)ことはすで

に知られている．この要綱は治水政策として橋梁護岸，

河床の深さについての方針を定めたもので， 「治水に支

障なき限度において加茂）1|の風致及び浄化を考慮するは

勿論都市計画との関係に留意すること」が図られたが，

詳細な数値や風致の具体的内容は記述されていなかった．

中川土木部長による府原案の説明の後谷口第一技術課

は「最大洪水量を計算して現在の河川を現在の河幡の

ま立k深を掘下げ治水のみでなく美観風致をも第一義と

して改修を行う基本方針のみを決定した」と説明した．

協議会に出席した浅山市長によれば，鴨川は「風致に重

きを僅いて」改修することとなり，改修および架橋の設

計については内務省の審査監督を受けることになったと

された49)．これに伴って，河床は 1.5-2.5m低下すること

になったが， 「みそゞ ぎ）1|」は廃止せず存置することに

決定されたこれは先述した沿川業者の陳情運動を反映

させたものと考えられる．

以上のように，内務省による査定の結果，京都府が内

務省の審査監督のもと河川改修を主導することとなり，

風致委員会や学識京都市と連携して，治水事業と都市

計画を連動させた最観形成の目標像を示した．治水と風

致を両立すべく都市と河川の一体的な漿観形成の検討が

進められ，考慮すべき事項として，河川の流量計画や断



面形状，掘下げの程度，高水敷の整備方法，橋梁の様式，

京阪鴨東線が挙げられた．

(4) 実施設計の統括機関と風致の検討体制の整備

鴨）1|改修工事における風致上の配慮の具体的な内容は，

河川の構造を決定する上で重要間題となる京阪鴨東線・

琵琶湖疏水の地下化の決定後に進められることになった．

京阪鴨東線・琵琶湖疏水地下化に至る議論については，

白木50)が詳しいので，ここでは概要を述べるに留める．

1935（昭和 10)年 10月 14日に府市の首脳会議51)が開か

れ， 16日に京阪電鉄も交えて議論が行われた52). 4つの

腹案中地下化案を理想としつつ，財源面に困難を抱えて

いたが53)，内務省が積極的態度（補助率との取引）を取

ったため財源確保が現実的となり，地下線案を前提とし

た計画案が決定した54)．この地下線案をもって，翌月 27

Hの内務省と府市による鴨川改修合同協議会で改修案が

正式に発表された絨高田最市土木局長は新聞上で，地

方河川に対して内務省が衆知を集めて改修案を協議する

のは鴨川が初めてであり，鴨川が単に治水上の問題だけ

でなく， 「風致上大いにその重要性を認識されてゐる」

と説明した56)・

京阪鴨東線の地下化が決定したことにより，新設され

る鴨）1|東岸線や河）1|断面などの改修工事の検討体制が整

備されることになった．京都府に実施設計を作成する鴨

川改修事務所（京都府告示第 109号）が設置され，事務

所長には永田年（都市計画京都地方委員会技師兼地方技

師）が内務省技師から転任することが報じられた57)．永

田は，京阪地下化工事が難問題で，地下線上部には「国

際都市京都に一層の美観を添えるため」に幅 14-15mの

道路を敷設し， 「遊歩道として街路樹その他の施設にも

充分注意するつもりです」と意気込みを語った．また，

橋梁については工事上の問題は大きくないが， 「観光都

市としての風景美を考慮しなければならぬ関係上相常苦

心を要する」と観光上の意義を示した．

この鴨川改修工事は「劃期的大事業」と報じられた58)．

施行主体は京都府であるが，鴨川改修工事は京都市の京

阪鴨東線・琵琶湖疏水地下化等にも密接な関係を有する

ため，総工事を統括する中枢機関(3)として鴨川改良計画

委員会偉都府告示第 327号， 1936.5.19) が設置された．

鴨川改良計画委員会は，鈴木敬一知事を会長とし，委員

には，府から中村総務部長，岩崎士木部長，市から浅山

市長，市村助役，高田士木局長，祝電気局長が任命され，

幹事には佐伯府監理課長，光明市士木局庶務課長，久松

市電気局庶務課長が任命され，臨時委員として京阪電鉄

代表者を嘱託することになった59)・

鴨川改良計画における実施設計の検討過程を表4 に

示す．鴨川改良委員会の初顔合わせは 1936（昭和 11)

年6月26日に行われた60)．京阪鴨東線・琵琶湖疏水の地
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表4 鴨）1|改良計画における実施設計の検討過程

年 月日 鴨川改良計画における実施設計の検討過程

5.15 鴨川改修事務所を京都府庁内土木出張所跡に設置

5.19 京都府が鴨川改良計両委員を設置

626 鴨川改良計画委員会，初顔合わせ

630 
鴨川改修事務所長，都巾計画京都地方委員会技師兼

地方技師に永田年を任命

8.4 鴨川改良計画委員会，測量結果報告

827 
内務省・府・巾の第一次聯合協議会

鴨川改修事務所を新築移転 (!11端通荒神口上る）

1936 9.1 
鴨川改良計画委員会定例会，風致委員会に臨時委員

会を追加して連携する

929 
鴨川改良計画委員会定例会，河川断面・都市計画街

路（鴨川東岸線） ・橋梁について意見交換

10.5- 岩崎士木部長が内務省を訪間し，断面形状を単複折

8 衷案に決定

10.9 鴨川改良計画委員会，実施設計を承認

1024 鴨川改良計画委員会定例会，永田が実施設計を報告

11.9 鴨川改良委員会，上流及び下流の実施設計完成

11.12 風致委員会に臨時委員を追加して開催

1.7 鴨川改修事務所で中流部の実施設計完成

1.19 鴨川改修事務所で実施設計を一部修正
1937 

120 鴨川改良委員会で中流設計承認

121 風致委員会で実施設計承認偶叫遣団瑾『一部修正）

表-5 風致委員・臨時委員名簿 (1936.11.12時点，下線は初期

(1933.4.19時点，表2) と同じ委員）

立場 名前（役職）

委員長 鈴木敬一⑰魚］事）

太田喜二郎（只大建築），藤田元春（二蘭教

学識
授），関口鋏太郎（京大農学），武田五ー（京

大建築），田湛朔郎（京大土木），猪熊浅麿

ぼ大講師・有職故実）

画家 菊池契月，西山翠障

府会議員 江羅直三郎，坪田光蔵

営林署長 松下護助

府庁
岩重隆治（学務部長），中村恒三郎（総務部

長），岩崎雄治（上木部長）

京都市 加賀谷朝蔵（市長）

京都市
安岡正光（市長），石川芳太郎（第二助役），

高田最（上木局長），祝島男（電気局長）

臨 市会 石田吉左衛門，田中全三郎

時 京都帝 濱田耕作（考古学），西田直二郎（国史学），

委 大教授 高橋逸夫（橋梁），植田寿蔵債浮：）

員 商工会 田中博（会頭）

画家 鹿子木孟郎（洋画家），川村曼舟（日本画家）

京都府 鈴木登俺居済部長）

下化工事を改修工事の付帯工事とすることが正式に決定

され，鴨川は「京都の景観と密接な関係にあるに鑑み，

風致委員會と連絡をとり強固な団体を作って改修に邁進

する」ことが決定されたまた，改修工事のうち風致上

特に間題のない箇所については工事着手することとなっ

たが， 「二条七条間は風致の黙からも種々問題がある」

ため風致委員に臨時委員を任命して審議することとなっ

た61162)（表-5)．臨時委員には，京都帝大教授として，

これまで協議を行ってきた高橋に加えて考古学，国史学，

美学の専門家が追加され，画家や市会議員，府市関係者，

さらにみそ戸ぎ川の陳情に参加した田中博商工会会頭な

ど各分野の権威者が広く集められた．これにより，鴨川



図-6 鴨川改修区域 (1936.11.12の風致委員会資料傭瞑l）に

筆者が都市計画街路区間などを加筆）

改修事務所が実施設計を作成し，内務省の審査を受けて

鴨川改良計画委員会に諮り，さらに風致委員会に臨時委

員を追加して風致上の問穎がないかの意見を受けるとい

う独自の検討体制が整えられた．

1936（昭和 l1)年 11月 12日には風致委員会が開かれ，

田造から鴨）1|改修計画区域中，賀茂川高野川合流点以北

と七條大橋以南について説明が行われた63) （図-6)．高

野川と賀茂川高野川合流点～七条大橋間とについては

「将来風致委員会二提出すへき鴨川高野川改修区域」と

なっており，用地所得の決定が遅れた高野川64)と断面間

題の決定が遅れた65賀茂川高野川合流点～七条大橋間は

後回しにされ，設計が出来上がるごとに鴨川改良計画委

員会，風致委員会にかけられていった．

以上のように，駁阪鴨東線・琵琶湖疏水の地下化決定

後，京都府は，旧河川法に基づく河川改修の枠組みにお

いて，都市計画法の風致地区制度と連動させて，内務省

や府市，学識民間企業等が連携した強固な連携体制を

構築し，河川一体の景銀形成が図られたのであった．風
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致委員会に臨時委員を追加することでこれを補完し，こ

の体制のもと，実施設計における風致の具体的な内容の

検討が進められた．次節以降，風致上間題となった中流

部の断面形状と東岸遊歩道路の具体的な設計内容につい

て論じる．

4. 中流断面形状の設計過程

(1) 京都府の当初の設計案（複断面案）

京阪鴨東線地下化により拡幅された中流部の断面形状

は，当初案作成時から風致上問題とされており，鴨川改

良計画委員会でも決定に至らず，技術者と風致委員の間

で意見が分かれたため，比較検討が行われていた．

新聞紙上では，その整備案について，京阪鴨東線地下

化によって川幅を約 7.5m拡張し， 「谷底を覗くが如き，

不臆裁を束たさゞる程度において多少の掘下げも加味」

することとされた四すなわち，高水敷と低水路の比高

を小さくし，水面への眺めや水との距離を保つことが重

視されたと考えられる．また，高水敷について，具体的

な区域は未決定であるが，上流部は芝生，下流部は玉石

によって「風致を保」つものと報じられた．その後，風

致を重視して「下流地域の洪水敷は芝生を敷き麗しく柔

らかな感鱗を有たすこととし，またうね',.',.と流れてゐ

る方が加茂川らしくてよいといふ説」が出たため， 「所

によっては洪水敷と低水路との属別を設けず平たく全底

面を川とする計畳」を京都府が検討していることが報じ

られた四戦後の鴨川改修において重視された水との近

接性68)が，戦前の改修からすでに配慮されていたことは

注目に値する．

図而資料からも計画の検討過程を確認したい．京都府

作成の冊子『昭和十年六月二十九日鴨川未曾有の大洪水

と菌都復興計画』 (1935.11) には標準横断面図（図—7)

が添付されている69)が，これは 1936（昭和 11)年 1月 3

日付の京都日出新聞で掲載された図面（掲載されたのは

中流部のみ）と同様のものである叫管見の限り，これ

以前に河川横断図が公表された形跡はないため，以下で

はこれを当初案とする．当初案では，上流部は高水敷

42mで西岸堤防と高水敷の間に合掌枠が設置されたま

た，下流部は高水敷と低水路の境界に石垣護岸ではなく

杭柵エが採用された中流部は複断面で，低水路幅 30m

とされ，地下化された京阪鴨東線・琵琶湖疏水の上部に

は都市計画街路（鴨川東岸線）が計画された．中流部の

高水敷には「栗石張芝付」が施され，低水路護岸の天端

は「甜子張」とされ，西岸護岸沿いにみそ',.ぎ川傭羅

4m) が描かれた． 「蔀子張」の詳細は不明であるが，

表面に凹凸の表記があることから，植石コンクリート(4)

の一種と考えられる．先述の新聞記事では，風致上重視
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図7 鴨川改艮工事計画標準横断面図（当初案，図面左が東）

されていた「下流地域」に下石が使用された，とあった

が，この図面との対応で考えると，同記事における「下

流地域」は図面において栗石張芝付の行われた「中流部」

すなわち鴨東線地下化に伴い河幅が加福された二条～五

条付近を指すと考えるのが妥当であろう．

以上のように，京都府の当初案において，高水敷と低

水路の比高を小さくし，水面への眺めや水との距離を保

つ複断面の断面形状が計画されたまた新聞記事では，

芝生の柔らかな感触やうねうねと流れる姿が鴨）1|らしい

という意見が出ていた，と報道されたが，風致上最も重

要とされた二条～五条付近では，幡 30mの直線流路が

計画されていた．

(2) 風致委員の意見による設計案（単断面案）

鴨川改良計画委員会では第一回 (1936.626)から断面

間題が議論され，風致上の点から単断面説が出たため，

鴨川改修事務所で両者の設計を作成して比較検討するこ

とになった呵この断面間題の対立について， 1936（昭

和 11)年 8月 21日付の京都日日新聞によれば， 「技術

者間では洪水に遭遇して比較的被害の少ない複断面を希

望し，風致委員間では自然のま以閃札断面を希望してい

る」として，永田改修事務所長による説明が以下のよう

に報じられた72).

「最初の府の計畳に従へば所謂複断面で，流路は一定し，

河中に洲を生ずるが如きことは絶封にないが，悪く云へ

ば一種の下水溝のやうなもので自然の流相？（原文ママ）

といったものは失はれてしまふことになる，輩断面は川

底に階段がないから流勢に應じて流路は種々に嬰化して

67 

河中に洲を生じたり，洪水毎に整然たる芝生は荒される

であらう， しかも洪水毎に流路を整へる必要に迫られる

ので随分経費も嵩むこと',.思ふ併しこの方は流れが自

然であるから最近ボツヽヽ姿を現はしてゐる鴨川千鳥な

どが将来益々情緒を深めるであらうがこの案に従へば護

岸が強固になる許りで改修も現在と左程妻りのない雑然

たる流相？を現すのが映謝である」 （括弧内筆者）

この説明から，複断面案は治水を軍視するものであり，

単断面案は河川敷への土砂堆積を許容して，｝1|に中洲を

つくり自然のままの蛇行した流れとすることが目的で，

鴨川千鳥の生息地を形成することが期待されたことがわ

かる．鴨川は千鳥の名所として知られていたが，風致委

員の田邊によれば，大正期の河川改修で中洲を浚渫した

ことにより産卵場所が失われ「情緒が無くなった」と改

修に反対意見を言う人がいたという73).

(3) 両者の長所を採用した設計案（単複折衷案）

結果的に，京都府は両者の長所を採用して考案した

「単複折衷案」を成案として決定した74)_ 1936（昭和 11)

年 8月 27日に内務省と府市関係者の聯合協議会が開か

れ，断面間起について議論が行われた．出町以北と七条

以南は複断面が「確定的」とされ，風致上間題となって

いる出町～七条間は「複断面を磨して輩断面の長所を取

り入れた折衷案」で意見が一致したが，低水路の拡幅呈

は決定に至らなかった75)．その後，岩崎土木部長と永田

改修事務所長が，同年 10月 5日から 8日にかけて東上

し，内務省と協議を行った結果，低水路の福員 50m, 高

水敷の幅員20mに決定し，高水敷は複断面案より 20m
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図-8 標準断面図（二条—五条間，図而左が東）

表-6 i可川断面（二条—五条間）の比較（上は図面から筆者作
成下は京都日日新聞 1936.829より作成）

設計案 第一案 第二案 第三案

構造 複断面 単断面
複断面（単
複折衷案）

河輻 70.00m 70．知 70.00m 

H.W.L 35.76m 35.76m 35.76m 

断面積※ 約叩7面 約215面 約210m2

低水護岸傾斜 7分護岸 5分護岸 2割護岸

H.W.L—河床画 3.60m 3．知 350m 

みそしぎ川幅 4．伽 4．伽 4.0m 

治水 ◎流路一定 △不安定 〇一定の州

加茂川らしさ △極端に百 ◎自然の活 0--定の州
（自然の活相 えば下水溝 相，鴨川千 を生じ曲折
芝生の感触） の感あり 鳥の再生 する流路

経済性 ◎洲を生じ △洪水毎に 〇比較的
（洪水時の復旧） ない 流路変更 安価

※断面積は断面図から測定して概算したものである

狭くなるが，工事費は変らず実現できることが報じられ

た76)．高水敷には「芝生，玉石，コンクリート」が考え

られるが， 「風趣を添える上から芝生に決定を見つ又あ

る」とされ，低水路と高水敷の間には玉石，堤防には裏

込めコンクリートの切石護岸が用いられる力と報じられ

たまた，高水敷は万一の場合水が溢れるので「芝草を

植ゑて頑強に」することとされ，治水と風致を兼ねて芝

生が植えられた78)．この折衷案は同年 11月9日に鴨川改

良計画委員会， 12日に風致委員会で承認を得た．

案の検討過程を図面資料から考察する． 『鴨川改修計

画標準断面図中流部（七条大橋～高野川合流点）』の

複断面，単断面，単複折衷断面の三案を記した図面資料

（図-8) と新聞資料をもとに，三案の河川断面の考察を

行う（表-6)．本図而は実施設計を担った鴨）1|改修事務

所で作成されたものと考えられる．

複断面案（図-8 の上図）は，京都府の当初案（図—7)

をもとに治水機能を強化したものとなる．新聞上では，

低水路幅員 30m(7分護岸）で上砂が堆積しないが，

「極端に言えば下水溝の感」があると説明された79)．府

の当初案で高水敷の一部に採用されていた「酎子張」が，

高水敷全体と河床の一部にも施されている．これは洗掘

の激しい河床東側に床止エとして施したものであろう．

単断面案（図-8の中図）では，みそ>ぎ川が石張に

変更され，水を中心部に流すため河床が湾曲した形状に

なっている80)．これにより，土砂が堆積し自然流下の蛇

行した流水になり，低水路と高水敷を隔てる低水護岸が

廃され，水との近接性が保たれていることがわかる．

実際に決定された単複折衷案（図-8の下図）では，

二条以南は低水路を拡幅しており，高水敷は芝生によっ

て「風趣を添え」ることとされていた叫石張の緩傾斜

護岸部は，その後の実施設計から考えて巻天端護岸であ

ると考えられるが定かではない．高水敷の幅は狭まった

が，水辺に近づきやすい印象を与える緩勾配の低水路護

岸が採用され，高水敷から見た水面への広がりのある眺

めが創出された．また，これが水との近接性を重視した

戦後の遊歩道整備82)の基礎となった．

以上のように，中流断面の設計において，京都府は当

初，治水機能を確保した上で，高水敷から水面への眺め

や水との近接性にも配慮し，複断面形状を採用していた．

その後，治水機能を重視する技術者と鴨川の風致を重視

する風致委員とが出した理想的な案を受けて，図面を作

成して比較検討を行い，治水や風致，経済性にそれぞれ

配慮した折衷案を考案した．具体的には，複断面低水路

輻を拡張して士砂堆積を一定程度許容することで，川中

の砂州を保全し流路を蛇行させる単複折衷案が創出され

た．またその際に，水辺に近づきやすい印象を与え，高

水敷に雄大な眺望を与える緩傾斜の護岸が採用された．
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5. 東岸遊歩道路の設計過程

(1) 改修以前の宮川町裏と京都府の当初改修案

中流断面とともに風致上の観点から設計が問題となっ

たのが，東岸遊歩道路の宮川町遊郭に接する部分である．

宮川町には河川改修以前より，外からの視線を遮る対

策として疏水沿岸に植樹帯とコンクリート塀が築造され

ており （図-9)' これは同町付近の有志者が風致に配慮

して計画したものであった新聞こ報じられたその計画

経緯は以下の通りである．まず，第二疏水工事 (1912

年 3月着工）により疏水断面が拡大されたため，水量が

増加し石垣も高くなり，沿岸からの転落危険性が大きく

なっていた．宮川町遊郭組合は協議の上で，石垣上に転

落防止柵を設け， さらに松，柳，桜の三種を約 1.8mご

とに植え 「風雅なる灯籠」を設置して「土地の風景を添」

え，かつ「一面外部より目隠し」とする計画を立てた83).

これは，従来の宮川町は鴨川によって外界と隔てられ

ていたが，疏水の開削によって船舶や人の往来が遊郭の

間近に迫ることとなったため，風紀上の問題から「目隠

し」を設置する必要に迫られたためである．同組合はこ

の計画を京都市に出願し84)，その後，京都市の事業と し

て， 宮）1|町を含む夷川～塩小路間の疏水堤防東側にコ

ンクリート塀（合計約 2.2km，工費 7,162円）を築造す

ることとなり85), 1913（大正2)年までに完戎した86)．さ

らに，都市計画街路（鴨川東岸線） 建設に伴う東岸遊歩

道路の建設は，宮）1|町遊郭に風紀問題をもたらした． 三

大事業 (1912竣工）後，京都府は， 宮川町の近隣で道

路拡張の対象となった縄手通と四条通に市内遊郭区域改

正の府令を出したりただし，これは拡幅道路に面する

部分での営業を禁止するものであったため，当時拡幅道

路に面していなかった宮川町はそもそも移転の対象にな

り得なかったそして鴨川風致地区指定後の 1933（昭

和 8)年 10月にも，京都府では「鴨川の美観保存」と

「風紀取締」上の点から市内の遊郭移転問題が議論され，

鴨川沿いの宮川町や七条新地の遊郭を郊外に移転する案

が一部の府会議員の意見として報じられた88)．しかし，

両遊郭は都市計画路線外にあったため，移転の根拠は

「薄弱さを免れない」とされていたこれらの経緯に鑑

みるに，鴨川改修事業により新設都市計画街路（鴨川東

岸線）に面することになった宮川町にとって，風紀問題

の解決は遊郭存続の必要条件であったといえる．

京都府の当初案（図-7) では，東岸道路は両側に緑樹

を植え，西側鴨）II沿いに幅員 2m,深さ 0.8mの栗石張り

水路を設け鴨川堤防上に遊歩道を設置する計画と報じ

られた89)．疏水が暗渠化されるため，堤防上に水路を残

し既存の風致を維持しようとしたものと考えられる．

1936（昭和 11)年 4月の臨時府会では， 坪田府会議員

（兼風致委員）から鴨東線・疏水地下化完成後に起こ
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図9 改修前の宮川町 (1936.6撮影，毎日新聞社提供）

るであろう宮川町の風紀問題の対策について質問があ

り，岩崎土木部長は設計時に考慮したいと説明した90).

(2) 宮川町遊郭組合・沿岸学区などの陳情運動

しかし，それ以降も京都府からの説明はなく，鴨）ii

東岸の有済 ・新道学区の代表者並びに宮川町遊郭代表

者，市会議員の井上治三郎，伊藤徳次郎他 10名が同年

8月 15日に鈴木敬一知事を訪れ疏水廃止に反対の陳情

を行った91)．陳情内容は，以下の通りに報じられた92)・

「疏水に接する柳暗花明の鴨堤を隔て叶島）1|に臨む景勝

の地が改修の結果直に大道路に面することになると清閑

の地は忽ち雑沓の巷と化し雀束の趣を一礎する，宮川町

は現に沿岸道路に出入口を有するもの七十一戸，沿岸道

路以外に出入口を有せざるもの三十六戸あり，もし新設

の大道路に接する時は風紀上の施設に莫大の経費を要し

沿岸営業者の死活問題であり同時に提に高瀬川を保存し

最近堀）1|の保存が問題となってゐる際，歴史ある疏水も

亦永く存置して風光を助ける」

すなわち，宮川町の清閑な地域が大道路にさらされれば，

風紀維持のための施設が必要になるとし，疏水をその歴

史的価値とともに保存する必要があると沿岸住民は訴え

ていた．さらに，沿岸学区は陳情運動を展開し，新洞・

錦林学区及び弥栄学区の関係者 140名の署名を集め，同

年9月24日に内務大臣に設計変更の陳情書を提出した93)．

陳情の内容は「（一）疏水運河を廃止するは不当， （二）

改修工事費を沿岸一部の住民に賦課するとは不公平，

（三）受損者に受益金を負担せしむるとは不法」の三点

であり，沿川業者らの既得権を主張するものであった．

(3) 陳情に配慮した京都府の実施設計

以上のような背景があったため，宮川町遊郭の処遇は

注視されていたが，京都府は翌年 1月に，当初の方針通

り遊歩道路を築造し，遊郭との間を「水と柳で蔽う」と

いう計画を公表した94)．その具体的な内容は，川沿いに

幅 3mの歩道と水路（幅 2m,深さ 0.8m)を設置し， 車

道（有効幅員 12m)を挟んで東側に約3mの歩道を設置
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するというものであった．水路は，二条～四条間は遊歩

道路の西側に，四条以南では東に走らせ（図—10 原案），

車道の両側に 2m幅の植樹帯を設置し柳を植える計画で

あった．新聞上ではこの設計によって， 「風紀並に風致

上の間題が解決するか否か」が間題視された．京都府警

察部でも齋藤保安課長が永田改修事務所長，佐伯監理課

長を招いて，遊歩道設置後の交通，消防，風紀の上から

希望を述べている斑すなわち，交通上は，地下鉄停留

場ぱ街路上に設けず百貨店等の出入口と一緒になるよう

な方法とすること，街路照明灯などは「餘りけば::,.::,.し

いものはさけ感触の柔らかい光度のものにすること」，

ノンストップ式の交通信号灯を設備することとし，消防

上は，適当な箇所に防火栓を設置することとした． しか

し，風紀上は「緑地帯には入念な注意をすること」とい

う表現にとどまり，具体的内容は報じられなかった．

その後，改修事務所では，実施設計樹立に向けて岩崎

士木部長，佐伯監理課長，後藤河港課長，永田改修事務

所長が連日協議を行い，設計案に一部修正を加える形で

風致上の対策が請じられた96) （図—10 第二案）．すなわ

ち，車道（一律 12m)の両側に歩道（幅 3m) と柳の街

路樹帯（幅 1.5m) を設置し， 「疏水の風致を永久に残

すため」幅2m深さ 0.8mの水路を団栗～塩小路間は遊歩

道路の東側呵こ走らせて「風致を保つ」対策とした．さ

らに，夷川～団栗間の遊歩道路西側にある既存の緑樹帯

を保存し，団栗～塩小路間は高さ 3m, 幅 lmの緑樹の

塀を築き所々に出入り口を設けて「完全に宮川町を遮蔽」

し，シラカシ，サザンカ，アオキ等の常緑樹を植えて

「道路から隙見を許さぬ周到さ」をもつ設計，と報じら

れた．京都日日新聞'fl) (1937.122付）に掲載された当設

計案の完成予想図は図ー11981(6)の通りである．この設計案

は 20日の鴨川改良計画委員会で承認され， 21日に実地

調査を兼ねて風致委員会が開催されることとなった99)・

(4) 風致委員会による一部流路変更

風致委員会による鴨川改良計画に対する意見及び指導

の内容について示す．風致委員は 1937（昭和 12)年 l

月 21日に高野川と鴨）ii, さらに宮川町方面を視察し，

その後委員会を開催した100)．鴨川，高野川の実施設計案

が承認された一方で，鴨川東岸線については，鴨川西岸

の「木屋町先斗町の俗悪なる情景を何等かの方法により

遮蔽すること，空自動車の横行に対して制限を加えるこ

と，路上に面影を残すことなっている疏水を生洲に利用

させるため一部流路を髪更すること等」の意見が出され

た．宮川町同様に，木屋町先斗町も緑樹で遮蔽する案が

出た101)が，これは河川敷や対岸からみた眺望を重視した

ものと考えられる．結果的に，西岸の植樹は保留し，水

路の位置を，夷川～三条間は車道西側に，三条～五条間

は東側に変更することに決定された102)(固-10第三案）．

原案

第二案

第三案

図10 東岸遊歩道路の水路配置図（新聞の記述より作成）
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この流路変更の理由は，以下のように報じられた．

「三条以南の料理飲食店その他業者が現在疏水によって

有形無形の利益を享けてゐるのに遊歩道路が出現すれば

全然その利益を奪われてしまうことになるのでこの水路

を東側へ設け疏水によってうけていた風致上営業上の恩
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恵を典へようという理由からである」

これによれば，宮川町だけでなく，疏水に面する三条

以南の営業店舗全体の疏水との関係性を重視していたこ

とがわかる．また，設言十上のエ夫によって水や緑に囲ま

れた空間を創出し，風致上や常業上の利益を継承させよ

うとする意図が読み取れる． 「鴨川東岸線横断定規図

縮尺 1:100」 （図12)を見ると，三条～団栗間では東岸

店舗に面する歩道西側に水路と並木が設けられており，

遊歩道に面する沿道建物が水辺景観を享受できるような

設計となっている．

また， 『京都府都市計画街路新設事業 鴨川東岸線設

計書103)』には，路線選定理由として交通上の理由だけで

なく「風致上の理由」が挙げられていたすなわち，鴨

川一体は風致地区に指定されているが， 「現在鴨川両岸

二沿フ一貫シタル道路ナク鴨川ノ風光ハ徒ラニ沿岸旗亭，

住宅ノ所有者二独占サレツヽアルハ甚遺憾ナリ」とされ

ていた．同設計書中で鴨IIは， 「単ナルー河川二非ス京

都市ノ大自然公園」として「京都市民全般ノ慰楽ノ用二

供ス可キモノナリ」と位置づけられ，公園的施設の整備

が図られた．それと同時に，水路の設置によって陳清に

あった水利や防火の機能が担保されたことに加え，遊郭

などの沿川業者等を守るため隠蔽生垣による目隠しが施

された．並木植樹（柳）や隠蔽生垣（シラカシ，サザン

カ，ヤマツバキ，ヤマキ，マサキ）は樹高 3mとして，

建築一階部分程度が隠蔽された．

以上のように，東岸遊歩道の設計においては，宮川町

遊郭組合や恰岸地区による琵琶湖疏水暗渠化の反対陳情

が行われ，新設都市計画街路（鴨川東岸線）に面する宮

川町遊郭の風紀問題と，琵琶湖疏水の暗渠化による風致

問題が表面化した．京都府は，宮川町遊郭と遊歩道路を

視覚的に分断するとともに，疏水の歴史的価値を維持し

営業上の恩恵を与える水辺空間の景観形成を図った．そ

の際風致委員会の関心は河川敷や対岸からみた眺望や，

水辺の遊歩空間の市民への開放にあった．

6. 結語

本研究では， 1935（昭和 10)年の京都大水害後の鴨

川改修事業における，風致に配慮した計画・設計の検討

過程と各主体の果たした役割，風致の具体的な内容につ

いて明らかにした具体的には，鴨川改良計画における

中流断面と東岸遊歩道の形成過程を明らかにし，協議の

仕組みと制度，流域の目標像設計意図とその反映，の

観点から考察を行った．その成果は以下の通りである．

京都では，風致の解釈をめぐる府市間の対立を背最に，

風致地区が指定され，京都市の開発行為においても府知

事の許可が必要となっていた．そこに全国に先駆けて風
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致委員会による諮間制度を設け，学識者や文化人らを集

めて風致地区内の開発行為に対する審議を行う体制が整

えられた．風致委員会の答申による鴨川風致地区の取締

基準では，地区ごとの等級が設けられ，二条～五条間が

風致上最も重要な区域として捉えられていた．河川改修

とは別の枠組みで，風致の議論を行う場が整備されつつ

あったが，京都大水害後の河川構造物の抜本的な改修に

おいてこの体制が活用され，それまでの河川行政に欠い

ていた風致への配慮を実施することができた

京都大水害後の鴨川改修において，京都府は当初，治

水面を璽視して河床掘削による西岸流水筋や高水敷の植

栽を廃止する方針を示した．これに対し沿）1|の業者が，

沿岸の営業不振や「鴨川の夕涼み」の歴史的価値の消失

を懸念し，西岸流水筋を存置する陳情運動を展開した．

その流れが商丁会観光部会に出席した先斗町貸座敷組合

取締の寺井によって「みそ臼ぎ川」と名付けられた．そ

の結果，京都府は，河床掘削を行った上で高水敷西岸に

約 4m幅の水路を設け，歴史ある納涼文化を設計のエ夫

によって創造的に継承することができた．

治水と風致の両立を目指す内務省の査定結果を受け，

京都府主体の改修計画が立てられ，府市で連携して，河

JI I．橋梁・都市施設を含めた一体的な最観整備が図られ

た．京都府は，風致委員や専門家等の意見を得て，内務

省・府市共同の加茂川改修協議会において，琵琶湖疏

水・京阪鴨東線の間題や橋梁復興を含めた一体的な河）,,

景観形成の方針を示した．

京阪鴨東線・琵琶湖疏水の地下化決定後に，京都府は

実施設計を担う鴨川改修事務所を設け，改修工事の統括

機関として鴨川改良計画委員会を設置した．一方，風致

関係については風致委員会に府市関係者，商工会会頭，

画家などを追加して意見を集め，内務省や府市，学識

民間企業等を含めた強固な連携体制を構築した．

中流断面の設計において，京都府は二条～五条付近を

風致施策上の重要区間と捉え，治水機能を確保しつつ，

水面への眺めや水との近接性を保つ複断面を当初の案と

して提示した．その後技術者と風致委員の間で意見が

相違したため，鴨川改修事務所で再設計が行われ，三案

の比較検討が行われた． うねうねと蛇行した流水や芝生

の柔らかな感触といった鴨川らしさ債し致）を維持する

ため，複断面低水路幅を拡張して士砂堆積を一定程度許

容し，川中に砂洲をつくり流路を蛇行させる単複折衷案

が考案され，鴨川の名物である千鳥の生息地の保護も期

待されたこの設計変更の過程で，水辺に近づきやすい

緩勾配の護岸が採用され，水而への雄大な眺めが創出さ

れた．

東岸遊歩道路の設計においては，宮川町遊郭組合や沿

岸地区による琵琶湖疏水暗渠化の反対陳情が行われ，鴨

川東岸線と遊郭の関係や風致維持が重大問題として扱わ



れた．鴨川改修事務所では，水と緑に囲まれた空間をつ

くるという方針のもと，宮川町筋に水路と植樹地帯を設

憧し，水利・防火・遊郭遮蔽の役割を与え，河川敷や西

岸からの眺めを損害せず，さらに疏水の歴史的価値を維

持し沿岸店舗に営業上ぬ恩恵を与える水辺空間の設計が

なされたまた，風致委員会の意見によって，疏水の恩

恵を受けていた三条以南の沿道店舗にも水辺景観を亨受

できるよう公園的役割を持つ遊歩空間が設計された．

京都大水害後の鴨川改修における風致保全の考え方は，

現代の河）1|の最観設計を先駆けるものであり，治水と風

致の両立を目指す河川改修の原点104),(7)として位置づけら

れる．技術者だけでなく風致委員や沿）1|住民・営業者等

の意見によって守るべき風致の具体的な内容が明確化さ

れ，その課題に対して設計上のエ夫によって総合的な視

点から解決が図られていた点は注目すべきであろう．

謝辞：本研究は JSPS科研費 JP20Jl4353, JP 20K06115の

助成を受けたものである．また，本稿の執筆にあたり，

京都府河川課と京都府京都土木事務所から資料の提供を

受けた．ここに記して感謝の意を表す．

補注
(1) 『京の二名橋（中）四条大橋』 (1969, 参考文献 39)

において，田中緑紅は， 「みそそぎ川」は上賀茂神社

（賀茂別雷神社）の西側を流れる賀茂川の別名である

としている．

(2)内務省から赤城次官，廣瀬士木局長，岡田地方局長，

館神社局長，青山技官，松村都市計画課長，谷口第一

技術課長，鈴木第二技術課長が出席．京都府からは鈴

木信太郎知事，中村総務部長，中川土木部長，佐伯管

理部長，原田技師が，京都市から浅山市長，市村第一

助役，高田土木局長，木村上木課長，成瀬工務課長が

出席した．

(3)新聞紙上で「改修事務局」とされているが，京都府告

示によれば「鴨川改良計画委員会」が正式名称である．

(4)宮本武之輔『最新河川工学』 (p.97, 1939) によれば，

コンクリート張の表面は平滑であるため，雑割石を用

いた植石コンクリートが用いられるとの説明がある．

(5)京都日日新聞 (1937.1.20付）上では， 「西側」とされ

ているが，大阪朝日新聞京都版 (1937.1.22付）の内容

から， 「東側」の誤植と考えられる．

(6)新聞に掲載されたパース図は京都府作成の冊子『鴨川

病野川改良計蓋概要』 (1936.4) に添付のものと同じ

である．冊子作成時期には既にパースが作成されてい

たが，具体的な水路の配置や設計内容を決定するまで

発表を待ったものと考えられる．

(7)明治末の鴨川改修時においても，風致への配慮が実施

されたが，その内容をみると，疏水運河拡幅に伴う京

阪鴨東線の敷設区間の短縮と，堤防J:::の植樹に留まっ

ており，河）1|構造物の根本的な改修としては 1935 （昭

和 10)年京都大水害後の改修計画が最初といえる．
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LANDSCAPE DESIGN OF MIDSTREAM CROSS-SECTION AND PROMENADE 
ON THE EAST BANK OF THE KAMO RIVER IMPROVEMENT PROJECT 

AFTER THE KYOTO FLOOD DISASTER IN 1935 

Riku TANIGAWA, Michiko HAYASHI, Keita YAMAGUCHI 
and Masashi KAWASAKI 

This study aims to clarify the design process and mechanism of creating the riverside space in the Ka-
mo River Improvement Project after the 1935 flood in Kyoto----the results are shown below. Against the 
background of differences in policy between the prefectural and the municipal governments regarding the 
interpretation of scenic beauty, the Kyoto Prefecture designated scenic districts and established a Land-
scape Committee to discuss important matters individually. After the Great Kyoto Flood of 1935, the 
Kyoto Prefecture took the lead in planning the river improvement, and the prefectural and municipal gov-
ernments worked together to create a comprehensive landscape around the river, including bridges and 
urban planning. The Kyoto Prefecture formed the Kamo River Improvement Planning Committee to 
oversee the renovation work, and established a system of cooperation with the Ministry of Home Affairs, 
Kyoto City, and the Landscape Committee. Based on this system, the prefectural government designed a 
midstream cross-section to control flood and preserve historical landscape, and designed a waterside 
space, taking into consideration the opinions of the people in the coastal districts. 
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